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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を電子メール形式で且つコンピュータネットワークを介して送受信するとともに、そ
の送信モードとして、送信画像の条件を既定条件に固定する第１モード、および送信画像
の条件を相手装置の能力に応じて変化させる第２モードを有する電子メールシステムにお
いて、
　電子メールアドレスと、その電子メールアドレスを持つ相手装置が前記第１モードおよ
び前記第２モードのいずれであるかを示すモード情報と、その電子メールアドレスを持つ
相手装置が前記第２モードである場合にその相手装置の能力を示す能力情報とを、互いに
対応付けて登録するアドレス登録手段と、
　画像の送信に際し、送信先として指定された電子メールアドレスが前記アドレス登録手
段に登録されている場合、その指定された電子メールアドレスに対応付けて同アドレス登
録手段に登録されているモード情報に基づいて送信モードを決定し、決定した送信モード
が前記第２モードであるとき、前記指定された電子メールアドレスに対応付けて前記アド
レス登録手段に登録されている能力情報に基づいて送信画像の条件を決定する決定手段と
、
　画像を送信するための電子メールの受信に際し、受信した電子メールから送信元の電子
メールアドレスを抽出し、抽出した電子メールアドレスが前記アドレス登録手段に登録さ
れていなければ、その抽出した電子メールアドレスを前記アドレス登録手段に登録し、か
つ前記受信した電子メールの送信モードを同電子メールから判定し、判定した送信モード
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を前記アドレス登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付けて同アドレス登録手
段に登録するとともに、前記受信した電子メールに送信元に関する能力情報が含まれてい
れば、その能力情報を前記アドレス登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付け
て同アドレス登録手段に登録する送信元アドレス登録手段と、
　を具備したことを特徴とする電子メールシステム。
【請求項２】
送信元アドレス登録手段は、
　画像を送信するための電子メールを受信したとき、受信した電子メールから送信元の電
子メールアドレスを抽出する手段と、
　この抽出した電子メールアドレスが前記アドレス登録手段に登録されていない場合、前
記抽出した電子メールアドレスを前記アドレス登録手段に登録する手段と、
　前記抽出した電子メールアドレスが前記アドレス登録手段に登録されていない場合、前
記受信した電子メールにその送信モードが第２モードであることを示すデータが添付され
ていなければ、前記受信した電子メールの送信モードが第１モードであると判定し、その
第１モードであることを示すモード情報を前記アドレス登録手段に登録される電子メール
アドレスに対応付けて同アドレス登録手段に登録する手段と、
　前記抽出した電子メールアドレスが前記アドレス登録手段に登録されていない場合、前
記受信した電子メールにその送信モードが第２モードであることを示すデータが添付され
ていれば、前記受信した電子メールの送信モードが第２モードであると判定し、その第２
モードであることを示すモード情報を前記アドレス登録手段に登録される電子メールアド
レスに対応付けて同アドレス登録手段に登録する手段と、
　前記抽出した電子メールアドレスが前記アドレス登録手段に登録されていない場合、前
記受信した電子メールに送信元に関する能力情報が含まれていれば、その能力情報を前記
アドレス登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付けて同アドレス登録手段に登
録する手段と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の電子メールシステム。
【請求項３】
画像を電子メール形式で且つコンピュータネットワークを介して送受信するとともに、そ
の送信モードとして、送信画像の条件を既定条件に固定する第１モード、および送信画像
の条件を相手装置の能力に応じて変化させる第２モードを有する電子メールシステムにお
いて、
　電子メールアドレスと、その電子メールアドレスを持つ相手装置が前記第１モードおよ
び前記第２モードのいずれであるかを示すモード情報と、その電子メールアドレスを持つ
相手装置が前記第２モードである場合にその相手装置の能力を示す能力情報とを、互いに
対応付けて登録手段に登録するステップと、
　画像の送信に際し、送信先として指定された電子メールアドレスが前記登録手段に登録
されている場合、その指定された電子メールアドレスに対応付けて同登録手段に登録され
ているモード情報に基づいて送信モードを決定し、決定した送信モードが前記第２モード
であるとき、前記指定された電子メールアドレスに対応付けて前記登録手段に登録されて
いる能力情報に基づいて送信画像の条件を決定するステップと、
　画像を送信するための電子メールの受信に際し、受信した電子メールから送信元の電子
メールアドレスを抽出し、抽出した電子メールアドレスが前記登録手段に登録されていな
ければ、その抽出した電子メールアドレスを前記アドレス登録手段に登録するステップと
、
　前記受信した電子メールの送信モードを同電子メールから判定し、判定した送信モード
を前記登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付けて同登録手段に登録するステ
ップと、
　前記受信した電子メールに送信元に関する能力情報が含まれている場合に、その能力情
報を前記登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付けて同登録手段に登録するス
テップと、
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　を備えることを特徴とする電子メールシステムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットなどのコンピュータネットワークを介して、電子メール形式
で画像を送受信する電子メールシステムおよびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のファクシミリ装置は、電話回線を経由して国際標準で規定されたファクシミリ手
順に従って画像データの伝送を行っている。
【０００３】
　この場合、公衆電話網などにおける電話回線が、距離に応じて単位料金当りの通話可能
時間が短くなる料金体系を導入しているために遠距離になるほど通信料が大きな負担とな
ってくる。
【０００４】
　そこで通信コストを削減するために、画像を電子メール形式のデータで示し、インター
ネットを経由した電子メールで通信するファクシミリ装置が考えられている（例えば特許
文献１）。
【０００５】
　インターネットでは、プロバイダ（インターネット接続業者）間のデータ伝送に関して
はクライアントには通信コストがかからない。すなわちクライアントにかかる通信コスト
は、最終的なデータ送信先までの距離に拘らずに、クライアントとプロバイダとの間のデ
ータ伝送にかかる通信コストのみとなる。従って遠距離通信になるほどコストメリットが
生じる。
【０００６】
　このファクシミリ装置の構成を図１０に示す。
【０００７】
　このファクシミリ装置は図１０に示すように、ＣＰＵ１、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３、外部記
憶部４、フォーマット変換部５、フォーマット逆変換部６、スキャナ部７、パネル部８、
圧縮・伸長部９、ＬＡＮ制御部１０およびプリンタ部１１を有している。
【０００８】
　このファクシミリ装置では、ファクシミリ原稿がスキャナ部７にセットされた状態で、
パネル部８から送信先の電子メールアドレスが入力されるとともにスタートボタンが押さ
れたことに応じて送信手順を開始する。そしてこの送信手順では、ファクシミリ原稿をス
キャナ部７によって読取り、イメージデータを生成する。そしてこのイメージデータを、
圧縮・伸長部９で圧縮したのち、これにより得られたバイナリ圧縮データをハードディス
ク装置などの外部記憶部４に一旦蓄積する。
【０００９】
　こののちフォーマット変換部５で、バイナリ圧縮データを７ビットの文字コードの組み
合わせによりなる文字コードデータに変換するとともに、この文字コードデータに、送信
先電子メールアドレス、送信元電子メールアドレス、データの形式、文字コードへの変換
方式などを記述したヘッダを付加して、電子メールフォーマットの電子メールデータに変
換する。この電子メールフォーマットとしては、例えば電子メールの標準であるＭＩＭＥ
(Multipurpose Internet Mail Extensions) に従ったものとする。
【００１０】
　そしてＬＡＮ制御部１０で、例えばＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol ）など
の電子メール転送プロトコルを用いて、フォーマット変換部５で得られた電子メールデー
タをインターネットなどのコンピュータネットワークへと送出する。
【００１１】
　コンピュータネットワークには電子メールを管理する電子メールサーバ（図示せず）が
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接続されている。電子メールサーバは上述のようにして送出された電子メールデータを受
信すると、そのヘッダに示された送信先アドレスへとメールを転送する。
【００１２】
　一方、このファクシミリ装置は、電子メールサーバに対して、ＰＯＰ（Post Office Pr
otocol）を用いて定期的に自装置宛の電子メールデータの転送要求を行う。自己宛の電子
メールデータが存在する場合には、電子メールサーバから電子メールデータが転送される
ので、この電子メールデータを受信し、外部記憶部４に一旦蓄積する。
【００１３】
　こののち、フォーマット逆変換部６で、文字コードデータをバイナリ圧縮データに変換
した上で、圧縮・伸長部９で伸長してイメージデータを再生し、このイメージデータを外
部記憶部４に一旦蓄積する。
【００１４】
　そして、この外部記憶部４に蓄積されたイメージデータをプリンタ部１１に供給し、そ
のイメージデータに対応する画像を印刷する。
【００１５】
　さて、このようにコンピュータネットワークを介して画像を送受信するようにした従来
のファクシミリ装置では、解像度、画像サイズおよび圧縮方式などの諸条件を予め固定的
に定められた条件として記述された画像ファイルを、電子メールに添付して送信側から受
信側へと一方的に送りつける方式を用いている。なお、この方式により画像を伝送するモ
ードをＳモードと呼ぶことにする。
【００１６】
　一方、電話回線を経由して画像データの伝送を行う一般的なファクシミリ装置の場合、
初めにネゴシエーションを行って相手装置の能力（使用可能な解像度、画像サイズ、圧縮
方式など）を認識し、相手の能力に合わせた条件で画像データを送信する。また、相手装
置から帰ってくる確認信号によって、正常に受信できたか否かの確認を行う。
【００１７】
　そこで、このようなネゴシエーションと送達確認とを行う方式を、電子メールを使った
ファクシミリ装置でも行うことが考えられている。以下、この方式により画像を伝送する
モードをＢモードと呼ぶことにする。
【００１８】
　このＢモードでは、まず画像送信元から画像送信先に対し、能力の通知を要求する能力
要求メールを送信する。画像送信先では、この能力要求メールを受信したら、自己の能力
を記述した能力情報（ＤＩＳ）を添付した能力返答メールを画像送信元に返送する。画像
送信元では、能力返答メールに添付された能力情報に基づいて送信する画像データの条件
を適切に設定し、その条件に合致するように画像を変換した上で、この画像の圧縮データ
を電子メールに添付して送信する。画像送信先では、画像の伸長や印刷出力を行い、この
ような処理が完了したならばそのことを示す確認メールを画像送信元へと返送する。この
ようにＢモードでは、１通信に対して４通の電子メールがやりとりされることになる。
【００１９】
　さて、ＳモードとＢモードとの２モードに対応した装置の場合、画像送信先がＢモード
およびＳモードのいずれに対応した装置であるか分からないならば、送信側から能力要求
メールを受信側に送り、これに対して能力返答メールが帰ってきたならば画像送信先がＢ
モードであると判定し、また一定時間たっても返答がなければ画像送信先がＳモードであ
ると判定する。
【００２０】
　このように、画像送信先がＳモードに対応した装置である場合には、画像の送信を行う
必要が生じてから実際に画像の送信を開始するまでに、能力返答メールを待つといった無
駄な時間を使うことになり、通信の即時性が失われてしまう。
【００２１】
　また、画像送信先がＢモードに対応した装置である場合には、能力交換のメールを毎回
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やりとりするため、効率的ではない。
【特許文献１】特開平８－２４２３２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　以上のように従来は、能力要求メールに対する能力返答メールの到来の有無により画像
送信先のモードを判定することとしているため、効率良く画像伝送を行うことができない
という不具合があった。
【００２３】
　本発明は、上記事情を考慮してなされたものであり、その目的は、実際の画像の送信を
より迅速に開始することが可能で、効率良く画像伝送を行うことができる電子メールシス
テムおよびその制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　請求項１に係る発明の電子メールシステムは、画像を電子メール形式で且つコンピュー
タネットワークを介して送信するとともに、その送信モードとして、送信画像の条件を既
定条件に固定する第１モード、および送信画像の条件を相手装置の能力に応じて変化させ
る第２モードを有するものであって、電子メールアドレスと、その電子メールアドレスを
持つ相手装置が上記第１モードおよび上記第２モードのいずれであるかを示すモード情報
と、その電子メールアドレスを持つ相手装置が上記第２モードである場合にその相手装置
の能力を示す能力情報とを、互いに対応付けて登録するアドレス登録手段と、画像の送信
に際し、送信先として指定された電子メールアドレスが上記アドレス登録手段に登録され
ている場合、その指定された電子メールアドレスに対応付けて同アドレス登録手段に登録
されているモード情報に基づいて送信モードを決定し、決定した送信モードが上記第２モ
ードであるとき、上記指定された電子メールアドレスに対応付けて上記アドレス登録手段
に登録されている能力情報に基づいて送信画像の条件を決定する決定手段と、画像を送信
するための電子メールの受信に際し、受信した電子メールから送信元の電子メールアドレ
スを抽出し、抽出した電子メールアドレスが上記アドレス登録手段に登録されていなけれ
ば、その抽出した電子メールアドレスを上記アドレス登録手段に登録し、かつ上記受信し
た電子メールの送信モードを同電子メールから判定し、判定した送信モードを上記アドレ
ス登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付けて同アドレス登録手段に登録する
とともに、上記受信した電子メールメールに送信元に関する能力情報が含まれていれば、
その能力情報を上記アドレス登録手段に登録される電子メールアドレスに対応付けて同ア
ドレス登録手段に登録する送信元アドレス登録手段と、を備える。
【００２５】
　このような手段を講じたことにより、アドレス登録手段に電子メールアドレスが登録さ
れた相手装置への画像の送信に当たって使用する送信モードや、第２モードを使用する場
合の送信画像の条件が自装置のみで決定でき、相手装置との情報の授受を行う必要が無く
なる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、実際の画像の送信をより迅速に開始することが可能で、効率良く画像
伝送を行うことができる電子メールシステムおよびその制御方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態につき説明する。
【００２８】
　図１は本実施形態に係る電子メールシステムを適用して構成されたファクシミリ装置の
要部構成を示す機能ブロック図である。なお、図１０と同一部分には同一符号を付してい
る。
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【００２９】
　この図に示すように本実施形態のファクシミリ装置は、ＣＰＵ１、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３
、外部記憶部４、フォーマット変換部５、フォーマット逆変換部６、スキャナ部７、パネ
ル部８、圧縮・伸長部９、ＬＡＮ制御部１０、プリンタ部１１、アドレス帳管理部１２お
よびアドレス帳１３を有している。
【００３０】
　ＣＰＵ１は、ＲＯＭ２に記憶された動作プログラムに基いて動作し、本ファクシミリ装
置の各部を総括制御することでファクシミリ装置としての動作を実現する。このＣＰＵ１
がＲＯＭ２に記憶された動作プログラムに基いて動作することで実現される機能は、コン
ピュータネットワークを介して画像の通信を行うようにした従来のファクシミリ装置にお
ける周知の一般的な制御手段に加えて、後述する画像送信処理および能力検査処理を行う
手段を有している。
【００３１】
　ＲＯＭ２は、ＣＰＵ１が各部を制御するための動作プログラムや、予め設定された各種
の設定データなどを記憶している。
【００３２】
　ＲＡＭ３は、ＣＰＵ１が各種の処理を行う上で必要な各種のデータを一時的に記憶して
おく。
【００３３】
　外部記憶部４は、ハードディスク装置などを用いてなり、イメージデータや電子メール
データを記憶する。
【００３４】
　フォーマット変換部５は、イメージデータを圧縮してなるバイナリ圧縮データを、所定
の電子メールフォーマットの電子メールデータに変換する。この電子メールデータは、バ
イナリ圧縮データを７ビットの文字コードの組み合わせによりなる文字コードデータに変
換して得た文字コードデータに、送信先電子メールアドレス、送信元電子メールアドレス
、データの形式、文字コードへの変換方式などを記述したヘッダを付加して構成されるも
のとする。
【００３５】
　フォーマット逆変換部６は、バイナリ圧縮データを変換して構成されている電子メール
データからバイナリ圧縮データを抽出する。
【００３６】
　スキャナ部７は、ファクシミリ原稿を読取り、イメージデータを生成する。
【００３７】
　パネル部８は、例えばキースイッチ群を有し、ユーザが本ファクシミリ装置に対して各
種の指示入力を行うための操作部と、例えば液晶表示器を有し、ユーザに対する各種の情
報表示を行うための表示部とを有する。
【００３８】
　圧縮・伸長部９は、イメージデータを圧縮してバイナリ圧縮データを得る。また圧縮・
伸長部９は、バイナリ圧縮データを伸長してイメージデータを再生する。
【００３９】
　ＬＡＮ制御部１０は、コンピュータネットワークを介しての電子メールデータの送受信
処理を行う。
【００４０】
　プリンタ部１１は、イメージデータが示す画像を印刷する。
【００４１】
　アドレス帳管理部１２は、アドレス帳１３に登録された電子メールアドレスに関する管
理処理を行うものであり、後述する送信元アドレス登録処理、送信先アドレス検索・登録
処理および通信条件情報更新処理を行う機能を有している。
【００４２】



(7) JP 4331767 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

　アドレス帳１３は、ＲＡＭやＥＥＰＲＯＭなどを用いて構成されており、アドレス帳登
録された電子メールアドレスを記憶する。
【００４３】
　図２は、このアドレス帳１３の内容の一例を模式的に示す図である。
【００４４】
　この図に示すように、アドレス帳１３には、電子メールアドレスに対応付けて、その電
子メールアドレスへの画像送信の際の通信条件を示した通信条件情報を登録可能となって
いる。なお通信条件情報は、その電子メールアドレスへの画像送信の際に用いるべきモー
ドを示したモード情報と、モードがＢモードであるときに、その電子メールアドレスを持
つ装置の能力を示す能力情報とからなる。さらに能力情報としては、例えば解像度、画像
サイズ、あるいは圧縮方式などがあり、ファクシミリの伝送手順としてＩＴＵで標準化さ
れたＴ．３０勧告にて規定された約８０ビットの能力識別信号（ＤＩＳ）で表現される。
【００４５】
　次に以上のように構成されたファクシミリ装置の動作につき説明する。
【００４６】
　まず、電子メールの受信が行われたとき、アドレス帳管理部１２は図３に示すような送
信元アドレス登録処理を実行する。
【００４７】
　この送信元アドレス登録処理においてアドレス帳管理部１２はまず、受信された電子メ
ールデータにおけるヘッダを解析し、送信元の電子メールアドレス（以下、送信元アドレ
スと称する）を抽出する（ステップＳＴ１１）。
【００４８】
　図４はヘッダの一例を示す図である。このなかで“From: ”の後に示された文字列“aa
a@zzzz.co.jp”が送信元の電子メールアドレスを示している。この図に示すヘッダのフォ
ーマットは、インターネットメールの標準として定められているものである。従って、い
かなる電子メールであっても、必ず送信元の電子メールアドレスを抽出することができる
。
【００４９】
　続いてアドレス帳管理部１２は、ステップＳＴ１１で抽出した送信元アドレスとアドレ
ス帳１３に記憶された全ての電子メールアドレスとを比較して、送信元アドレスがアドレ
ス帳１３に登録されているかどうかを調べる（ステップＳＴ２）。
【００５０】
　そして、送信元アドレスがアドレス帳１３に登録されていなかった場合にのみ、アドレ
ス帳管理部１２は送信元アドレスをアドレス帳１３に登録する（ステップＳＴ１３）。
【００５１】
　続いてアドレス帳管理部１２は、受信された電子メールデータに、Ｂモードであること
を示すデータが添付されているか否かを調べる（ステップＳＴ１４）。
【００５２】
　ここで、Ｂモードにて画像の伝送を行う場合、送信側では図５に示すようなフォーマッ
トのデータを添付することになっている。従って、該当データが添付されていなければア
ドレス帳管理部１２は、今回受信した電子メールデータの送信元の装置がＳモードに対応
したものであると判定し、Ｓモードを示すモード情報をステップＳＴ１３で登録した送信
元アドレスに対応付けてアドレス帳１３へと登録する（ステップＳＴ１５）。一方、該当
データが添付されていたならばアドレス帳管理部１２は、今回受信した電子メールデータ
の送信元の装置がＢモードに対応したものであると判定し、Ｂモードを示すモード情報と
、前記の添付データ内に示されている能力情報とを、ステップＳＴ１３で登録した送信元
アドレスに対応付けてアドレス帳１３へと登録する（ステップＳＴ１６）。
【００５３】
　かくして、初めて通信する相手から送信された電子メールデータを受信した場合、その
相手がもつ電子メールアドレスがアドレス帳１３に登録されるとともに、その相手が対応
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している送信モードが電子メールアドレスに対応付けて登録される。さらにその相手が対
応する送信モードがＢモードであるのならば、相手の能力が電子メールアドレスに対応付
けて登録される。
【００５４】
　また、既に電子メールアドレスが登録された相手から送信された電子メールデータを受
信した場合にも、その受信データから新たに判定したモード情報と能力情報とを登録する
から、相手装置のリプレースなどによってモードや能力が変わっていたとしても、これら
の登録情報が最新のものに更新される。
【００５５】
　さて、画像データの送信を行う必要が生じたならば、ＣＰＵ１は図６に示すような画像
送信処理を実行する。
【００５６】
　この画像送信処理においてＣＰＵ１はまず、宛先として指定された電子メールアドレス
（以下、宛先アドレスと称する）の送信条件情報の検索をアドレス帳管理部１２に要求す
る（ステップＳＴ２１）。
【００５７】
　この要求を受けるとアドレス帳管理部１２は、図７に示すような送信先アドレス検索・
登録処理を実行する。
【００５８】
　この送信先アドレス検索・登録処理においてアドレス帳管理部１２はまず、宛先アドレ
スとアドレス帳１３に記憶された全ての電子メールアドレスとを比較して、宛先アドレス
がアドレス帳１３に登録されているかどうかを調べる（ステップＳＴ３１）。
【００５９】
　そして、宛先アドレスがアドレス帳１３に登録されていなければ、アドレス帳管理部１
２は宛先アドレスをアドレス帳１３に登録し（ステップＳＴ３２）、こののちに宛先アド
レスが未登録である旨を示す検査結果通知をＣＰＵ１に与える（ステップＳＴ３３）。
【００６０】
　さて、ＣＰＵ１はステップＳＴ２１にて検査の要求を行なったのちには、アドレス管理
部１２から検査結果通知が到来するのを待ち受け、上述のように検査結果通知が与えられ
たならば、これを受ける（ステップＳＴ２２）。そしてＣＰＵ１は、宛先アドレスがアド
レス帳１３に登録済みであるか否かの判断を行う（ステップＳＴ２３）。
【００６１】
　ここで、前述のように宛先アドレスが未登録である旨を示す検査結果通知が与えられて
いるのであれば、Ｂモードにおける能力要求メールを作成し、宛先アドレスへと送信する
（ステップＳＴ２４）。そして、この能力要求メールに対する能力返答メールが到来する
のを一定時間を限度に待ち受け、この間に能力返答メールが到来したか否かの判断を行う
（ステップＳＴ２５）。
【００６２】
　ここで、一定時間内に能力返答メールが到来しなかったならばその旨を示し返答到来状
況通知を（ステップＳＴ２６）、また能力返答メールが到来したならばその能力返答メー
ルを添付した返答到来状況通知を（ステップＳＴ２７）、それぞれアドレス帳管理部１２
に与える。
【００６３】
　アドレス帳管理部１２は、ステップＳＴ３３で検査結果の通知を行ったのちには、ＣＰ
Ｕ１から返答到来状況通知が与えられるのを待ち受け、上述のように返答到来状況通知が
与えられたならば、これを受ける（ステップＳＴ３４）。そしてアドレス帳管理部１２は
、受けた返答到来状況通知を認識して能力返答メールが未到来であったか否かの判断を行
う（ステップＳＴ３５）。
【００６４】
　ここで、Ｂモードに対応した装置の場合、能力要求メールを受ければ、能力返答メール
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を返送する。従って、能力返答メールが未到来であるならばアドレス帳管理部１２は、今
回の宛先の装置がＳモードに対応したものであると判定し、Ｓモードを示すモード情報を
ステップＳＴ３２で登録した宛先アドレスに対応付けてアドレス帳１３へと登録する（ス
テップＳＴ３６）。一方、能力返答メールが到来しているならばアドレス帳管理部１２は
、今回の宛先の装置がＢモードに対応したものであると判定し、Ｂモードを示すモード情
報と、前記の能力返答メール内に示されている能力情報とを、ステップＳＴ３２で登録し
た宛先アドレスに対応付けてアドレス帳１３へと登録する（ステップＳＴ３７）。
【００６５】
　かくして、初めて通信する相手がもつ電子メールアドレスがアドレス帳１３に登録され
るとともに、その相手が対応している送信モードが電子メールアドレスに対応付けて登録
される。さらにその相手が対応する送信モードがＢモードであるのならば、相手の能力が
電子メールアドレスに対応付けて登録される。
【００６６】
　そしてアドレス帳管理部１２は、ここで判定した通信条件情報をＣＰＵ１に通知する（
ステップＳＴ３８）。
【００６７】
　ＣＰＵ１では、ステップＳＴ２６またはステップＳＴ２７で応答到来状況の通知を行っ
たのちには、アドレス帳管理部１２から通信条件情報が与えられるのを待ち受け、上述の
ように通信条件情報が与えられたならば、これを受ける（ステップＳＴ２８）。そしてＣ
ＰＵ１は、この通信条件情報のうちのモード情報に基づいて送信モードを決定するととも
に、送信する画像に関する諸パラメータを決定し、それらの決定した条件での画像送信を
周知の手順で行う（ステップＳＴ２９）。なお、送信モードをＢモードとした場合には、
能力情報に基づいて１ライン内の画素数、解像度および圧縮方式などのパラメータを可変
設定する。また送信モードをＳモードとした場合には、１ライン内の画素数を１７２８画
素、解像度を２００ｄｐｉ、そして圧縮方式をファクシミリ標準１次元符号化方式（ＭＨ
方式）といった具合に、各パラメータを既定値に固定設定する。
【００６８】
　以上、宛先アドレスがアドレス帳１３に登録されていなかった場合について説明したが
、宛先アドレスがアドレス帳１３に登録済みであったならば、アドレス帳管理部１２は宛
先アドレスに対応付けてアドレス帳１３に登録されている通信条件情報を添付した検査結
果通知をＣＰＵ１へと与える（ステップＳＴ３９）。
【００６９】
　この場合にＣＰＵ１はステップＳＴ２９にて、検査結果通知に添付されている通信条件
情報、すなわちアドレス帳１３に登録されていた通信条件情報に基づいて送信モードおよ
び諸パラメータを設定し、画像送信を行う。
【００７０】
　ところで、アドレス帳１３に登録された通信条件情報は、前述のように対応するアドレ
スからのメール受信を行ったならば、最新の情報に更新される。しかしながら、アドレス
帳１３に登録された電子メールアドレスへの送信を行うときには、相手への確認を行うこ
となく、登録された通信条件情報に基づいて送信モードおよび諸パラメータの設定を行う
。このため、相手装置のリプレースなどによってモードや能力が変わっていたとすると、
古い送信モードおよび諸パラメータでの送信を行ってしまうおそれがある。
【００７１】
　そこでアドレス帳管理部１２は、例えば１月に１回などといった所定のタイミングにお
いて、図８に示すような通信条件情報更新処理を実行する。
【００７２】
　この通信条件情報更新処理においてアドレス帳管理部１２はまず、変数ｎを「１」に初
期設定する（ステップＳＴ４１）。
【００７３】
　続いてアドレス帳管理部１２は、アドレス帳１３に登録されているｎ番目の電子メール
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アドレスを検査アドレスに設定し（ステップＳＴ４２）、この検査アドレスへの能力要求
メールの送信をＣＰＵ１に対して要求する（ステップＳＴ４３）。
【００７４】
　ＣＰＵ１は、このような能力要求メールの送信の要求をアドレス帳管理部１２から受け
ると、図９に示すような能力検査処理を実行する。
【００７５】
　この能力検査処理においてＣＰＵ１はまず、Ｂモードにおける能力要求メールを作成し
、これを検査アドレスへと送信する（ステップＳＴ５１）。そしてＣＰＵ１は、この能力
要求メールに対する能力返答メールが到来するのを一定時間を限度に待ち受け、この間に
能力返答メールが到来したか否かの判断を行う（ステップＳＴ５２）。
【００７６】
　ここで、一定時間内の能力返答メールが到来しなかったならばその旨を示した返答到来
状況通知を（ステップＳＴ５３）、また能力返答メールが到来したならばその能力返答メ
ールを添付した返答到来状況通知を（ステップＳＴ５４）、それぞれアドレス帳管理部１
２に与える。
【００７７】
　アドレス帳管理部１２は、ステップＳＴ４３で能力要求メールの送信要求を行ったのち
には、ＣＰＵ１から返答到来状況通知が与えられるのを待ち受け、上述のように返答到来
状況通知が与えられたならば、これを受ける（ステップＳＴ４４）。そしてアドレス帳管
理部１２は、受けた返答到来状況通知を認識して能力返答メールが未到来であったか否か
の判断を行う（ステップＳＴ４５）。
【００７８】
　ここで、Ｂモードに対応した装置の場合、能力要求メールを受ければ、能力返答メール
を返送する。従って、能力返答メールが未到来であるならばアドレス帳管理部１２は、検
査対象の装置がＳモードに対応したものであると判定し、Ｓモードを示すモード情報を検
査アドレスに対応付けてアドレス帳１３へと上書き登録する（ステップＳＴ４６）。一方
、能力返答メールが到来しているならばアドレス帳管理部１２は、検査対象の装置がＢモ
ードに対応したものであると判定し、Ｂモードを示すモード情報と、前記の能力返答メー
ル内に示されている能力情報とを、検査アドレスに対応付けてアドレス帳１３へと上書き
登録する（ステップＳＴ４７）。
【００７９】
　続いてアドレス帳管理部１２は、変数ｎがアドレス帳１３における電子メールアドレス
の登録数に到達しているか否かの判断を行う（ステップＳＴ４８）。そして、変数ｎがア
ドレス帳１３における電子メールアドレスの登録数よりも小さければ、アドレス帳管理部
１２は変数ｎをこれまでの値から「１」だけ増加させ（ステップＳＴ４９）、こののちに
ステップＳＴ４２以降の処理を繰り返す。すなわちアドレス帳管理部１２は、検査アドレ
スとする電子メールアドレスを順次代えて、それぞれの電子メールアドレスについてステ
ップＳＴ４２乃至ステップＳＴ４７の処理を実行する。そして、ステップＳＴ４８にて変
数ｎがアドレス帳１３における電子メールアドレスの登録数に到達していたならば、すな
わちアドレス帳１３に登録されている全ての電子メールアドレスについてステップＳＴ４
２乃至ステップＳＴ４７の処理を実行し終わったならば、当該通信条件情報更新処理を終
了する。
【００８０】
　かくして、アドレス帳１３に登録済みの電子メールアドレスをもつ装置のモードや能力
がリプレースなどによって変わっていたならば、その電子メールアドレスに対応付けられ
た通信条件情報が最新のものに更新される。
【００８１】
　以上のように本実施形態によれば、アドレス帳１３に、電子メールアドレスと、その電
子メールアドレスに画像送信をする際の通信条件を示した通信条件情報とを互いに対応付
けて登録しておく。そして、アドレス帳１３に登録済みの電子メールアドレス宛への画像
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送信を行う場合には、その電子メールアドレスに対応付けてアドレス帳１３に登録された
通信条件情報に基づいて、送信モードや諸パラメータを設定する。
【００８２】
　従って、アドレス帳１３に登録済みの電子メールアドレス宛への画像送信を行う場合に
は、能力要求メールの送信や、能力返答メールの到来監視および受信などの処理を行う必
要が無く、迅速に画像の送信を開始することができる。
【００８３】
　しかも本実施形態によれば、初めて通信する相手と最初に通信を行った際における宛先
アドレスや送信元アドレスと、その通信の際に能力要求メールや能力返答メールの授受を
行って判定した通信条件とを互いに対応付けてアドレス帳１３へと自動的に登録する。従
って、過去に通信を行ったことがある相手への画像送信の際には、確実に画像の送信を開
始するまでの時間を短縮して効率を高めることができる。また、ユーザが登録操作を行う
必要が無く、ユーザの負担が増加してしまうことがない。
【００８４】
　さらに本実施形態によれば、アドレス帳１３に登録済みの電子メールアドレスに関する
通信条件を調べて通信条件情報を更新する処理を定期的に行う。従って、アドレス帳１３
に登録済みの電子メールアドレスをもつ装置のモードや能力がリプレースなどによって変
わったとしても、その変更が常に登録された通信条件情報に反映され、適切な通信条件で
の画像送信を行うことができる。
【００８５】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば上記実施形態では、本
発明の電子メールシステムを、画像の送受信を専門的に行うファクシミリ装置に適用して
説明しているが、その実現形態はファクシミリ装置には限らず任意であって良い。
【００８６】
　また上記実施形態では、通信条件情報更新処理においては、新たに得られた通信条件情
報を無条件に上書き登録するものとしているが、新たに得られた通信条件情報と既に登録
されている通信条件情報とを比較し、変化が生じている場合にのみ新たに得られた通信条
件情報を上書き登録することとしても良い。
【００８７】
　また上記実施形態では、アドレス帳１３への電子メールアドレスの登録を自動で行うよ
うにしているが、ユーザによる入力を受けてアドレス帳１３への電子メールアドレスの登
録を行うようにしても良い。
【００８８】
　このほか、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子メールシステムを適用して構成されたファクシミ
リ装置の要部構成を示す機能ブロック図。
【図２】図１中のアドレス帳１３の内容の一例を模式的に示す図。
【図３】送信元アドレス登録処理におけるアドレス帳管理部１２の処理手順を示すフロー
チャート。
【図４】電子メールデータにおけるヘッダの一例を示す図。
【図５】Ｂモードにて画像の伝送を行う場合の添付データのフォーマットを示す図。
【図６】画像送信処理におけるＣＰＵ１の処理手順を示すフローチャート。
【図７】送信先アドレス検索・登録処理におけるアドレス帳管理部１２の処理手順を示す
フローチャート。
【図８】通信条件情報更新処理におけるアドレス帳管理部１２の処理手順を示すフローチ
ャート。
【図９】能力検査処理におけるＣＰＵ１の処理手順を示すフローチャート。
【図１０】従来のファクシミリ装置の構成例を示す機能ブロック図。
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【符号の説明】
【００９０】
　１…ＣＰＵ、２…ＲＯＭ、３…ＲＡＭ、４…外部記憶部、５…フォーマット変換部、６
…フォーマット逆変換部、７…スキャナ部、８…パネル部、９…圧縮・伸長部、１０…Ｌ
ＡＮ制御部、１１…プリンタ部、１２…アドレス帳管理部、１３…アドレス帳

【図１】 【図２】

【図３】
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